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とやま中央会 FAX 情報 

２０２６．３．１６ 発行 №７２３ 
 

富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 

（第３次）の募集について 
 

富山県では、物価高や人手不足などの厳しい事業環境の中にある県内事業者を対象に、人手不足へ対

応するための省力化・省人化による生産性向上を図る取組み、並びに自社の課題解決及び競争力強化の

ためのデジタルトランスフォーメーションやグリーントランスフォーメーションを通して業務プロセ

ス・事業構造の変革や最適化を図る取組みを支援する「富山県中小企業トランスフォーメーション補助

金（第3次募集）」を実施します。 

 

１．補助対象者 

（1）中小企業者、小規模企業者 

（2）NPO法人、医療法人 

（3）組合 

２．募集期間 

令和8年2月27日（金） 

～令和8年7月31日（金） 

３．補助対象事業・補助額・補助率 

【省力化・省人化・モデル枠】 

人手不足に対応するため、企業全体とし

て省力化・ 省人化の戦略を定めて実施する

複合的な取組み。 

補助額：上限 1,000万円 下限 200万円 

補助率：中小・組合2/3 小規模3/4 

【DX枠】 

計画策定や診断等の結果を踏まえ、デジ

タル技術を 活用した生産プロセス・サービ

ス提供方法の改善を 図る取組み。 

補助額：上限500万円 下限100万円 

補助率：中小・組合1/2 小規模2/3 

補助率（引上後）※：中小・組合2/3 小

規模 3/4 

※補助率引上げ要件(給与支給総額を3％以上

引上げ)を満たした場合 

【AI導入枠】 

デジタル技術を活用した生産プロセス・

サービス 提供方法の改善を図る取組みに

加え、AI導入による先進的な取組み。 

補助額：上限500万円 下限100万円 

補助率：中小・組合2/3 小規模3/4 

【GX枠】 

計画策定や診断等の結果を踏まえ、二酸

化炭素の排出削減に資する業務プロセスの

改善や先進的な取組み。 

補助額：上限500万円 下限100万円 

補助率：中小・組合1/2 小規模2/3 

補助率（引上後）※：中小・組合2/3 小     

規模3/4 

※補助率引上げ要件(給与支給総額を3％以上

引上げ)を満たした場合 

４．申請にあたっての注意事項 

・補助金の交付を受けるには、事業実施期間

中に事業場内賃金(時給単価)の平均10円以

上の引上げが必須です。 
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・GX 枠を除き、「とやま DX パートナー」に 

登録されたITベンダー等の支援を受けて申

請する必要があります。 

・「とやまDXパートナー」によるコンサル テ

ィング等の費用も対象となります。 

５．申請方法 

・オンライン申請 

・郵送 

詳細は富山県新世紀産業機構（TONIO）のホー

ムページでご確認ください。 

６．お問合せ先 

富山県中小企業トランスフォーメーション補

助金事務局 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５５０７ 

 

◇ 令和 8 年度 中小企業組合等課題対応支援

事業（第1次募集）のご案内 

 

全国中小企業団体中央会では、中小企業者が

経済的・社会的環境の変化に対応するため、新た

な活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その

他中小企業の発展に寄与するテーマ等について、

中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任

意グループ等が改善するための取組みを支援す

る、中小企業組合等課題対応支援事業を行いま

す。 

 

１．補助対象となる事業の種類 

（1）中小企業組合等活路開拓事業（展示会等

出展・開催を含む） 

（2）組合等情報ネットワークシステム等開発

事業 

（3）連合会（全国組合）等研修事業 

２．補助金額、補助率及び補助対象経費 

（1）補助金額 

①中小企業組合等活路開拓事業 

・大規模・高度型※1 上限2,000万円 

（下限100万円） 

・通常型       上限1,200万円 

（下限100万円） 

・展示会等出展・開催 上限1,200万円 

（下限なし） 

②組合等情報ネットワークシステム等開発事業 

・大規模・高度型※1 上限2,000万円 

（下限100万円） 

・通常型       上限1,200万円 

（下限100万円） 

③連合会（全国組合）等研修事業 

            上限300万円 

（下限なし） 

※1：大規模・高度型は、補助金申請予定額が

1,200万円を超え、なおかつ事業終了後３年間以

内に組合等又は組合等を構成する組合員、会員

等の構成員の「売上高が 10％以上増加すること

が見込まれる」又は「コストが10％以上削減 さ

れることが見込まれる」事業が該当します。 

（2）補助率 

補助対象経費の10分の6の範囲内（全事業

共通） 

３．応募書類 

（1）組合等の概要 

（2）事業計画書 

（3）経費明細表及び資金の調達方法 

 添付書類 

 ・定款、規約等 

 ・事業報告書及び決算関係書類 

 ・事業計画書及び収支予算書 

 ・組合員（構成員）名簿 

 ・役員名簿等 

４．募集期間 

令和8年3月2日（月）～8月6日（木） 

①第1次募集：3月2日（月）～3月31日（火） 

 ②第2次募集：4月1日（水）～5月22日（金） 

 ③第3次募集：7月6日（月）～8月6日（木） 

詳細は、全国中小企業団体中央会のホームペ

ージでご確認ください。 

５．お問合せ先 

全国中小企業団体中央会 

ＴＥＬ．０３－３５２３－４９０５ 

（平日9:30～11:30、13:30～16:30） 
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◇ 3月と9月は価格交渉促進月間になります 

 

中小企業庁では、毎年 3 月と 9 月を「価格交

渉推進月間」に設定しています。この月間におい

ては、価格交渉・価格転嫁に関する広報や講習会、

アンケート調査に加え、業界団体を通じた価格

転嫁の要請が実施されています。 

 

１．価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応 

 発注者におかれては、サプライチェーン全体

の競争力向上や、「強い経済」の実現に向けた取

引適正化のため、受託中小企業振興法に基づく

「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格

交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積

極的に応じる等、適切にご対応ください。 

 受注側中小企業におかれては、発注者に対し、

積極的に価格交渉を申し出るとともに、必要に

応じて、「取引かけこみ寺」やよろず支援拠点の

「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を

ご活用ください。 

【取引かけこみ寺】 

 中小企業の取引上の悩み相談を専門の相談員

や弁護士が受け付けます。 

ＴＥＬ．０１２０－４１８－６１８ 

【価格転嫁サポート窓口（よろず支援拠点）】 

 価格交渉に関する基本的な知識や原価計算の

手法の習得支援を通じて、中小企業の価格交渉・

価格転嫁を後押しします。 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５６０５ 

２．「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関

する指針」の積極的な活用 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関

する指針」（内閣官房・公正取引委員会作成。令

和 8年 1月 1日改定）を価格交渉の場において

積極的にご活用ください。 

（1）発注者におかれては、指針に基づいて、受

注者側からの申し出がなくとも、定期的に

発注者から協議の場を設け、受注側中小企

業との価格交渉に応じるとともに、当該受

注側中小企業に対して、さらにその先の受

注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行

うよう促すこととされています。 

（2）受注側中小企業におかれては、指針を価格

交渉の材料として活用ください。 

３．フォローアップ調査に対するご協力 

4月中旬以降、受注側中小企業の皆様を対象に

実施を予定している、下記内容の調査の依頼が

あった場合、対象となった方におかれては、積極

的にご回答ください。 

（1）アンケート調査 

  受注側中小企業30万社が調査対象。その対

象者は、主要な発注者（最大3社。国・地方自

治体も含む）との価格交渉や価格転嫁、支払条

件の状況についての回答となります。 

（2）取引Ｇメンによる重点的なヒアリング 

  受注側中小企業へのヒアリング。価格交渉

や価格転嫁の実態を聴取。本調査の結果に基

づき、発注者ごとの価格交渉・転嫁等の取組状

況を公表するとともに、その結果が芳しくな

い発注企業に対しては、受託中小企業振興法

に基づく事業所管大臣名での勧奨・指導・助言

や、迅速な改善を求める注意喚起を実施する

等、発注者における自発的な取引方針の改善

を促す上での重要な情報となるため、調査の

対象となった方におかれましては、可能な限

り正確、かつ、詳細に本調査に回答願います。 

ファーストバンクの各種ローンは 

スマホで簡単!Web 完結♪24 時間申込 OK!! 
 

詳しくは富山第一銀行のホームページをご確認ください 



 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №７２３                             4 

◇ 高年齢者の労働災害防止のための指針につ

いてのご案内 

 

厚生労働省では、高年齢者の特性に配慮した

作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働

災害の防止を図るために、事業者が講ずるよう

努めるべき措置に関する指針を公表しました。 

（適用日 令和８年４月１日） 

 

１．事業者が講ずべき措置 

 以下の事項について実施可能な高年齢者労働

災害防止対策に積極的に取り組むことが必要と

なります。 

（1）安全衛生管理体制の確立等 

（2）職場環境の改善 

（3）高年齢者の健康や体力の状況の把握 

（4）高年齢者の健康や体力に応じた対応 

（5）安全衛生教育 

詳細は、厚生労働省のホームページでご確認

ください。 

 

◇ 外国人材活用・定着セミナーのご案内 

 

富山県では、令和 9 年から施行の育成就労制

度の概要について、最新情報を踏まえて解説す

るセミナーを開催します。また、外国人材への日

本語教育の効果的な支援方法についても解説し

ますのでぜひご参加ください。（参加無料） 

 

１．開催日時 

令和8年3月24日（火）14：30～16：40 

２．開催方法 

Zoomウェビナー 

３．内容 

（1）「育成就労制度の概要について」 

（2）「外国人材への日本語教育の効果的な支援

方法とは！？」 

４．申込み方法 

富山県のホームページよりお申込みください。 

５．申込み締切 3月18日（水） 

６．お問い合わせ先 

 とやま外国人材活用・定着支援デスク（運営：

富山県行政書士会） 

ＴＥＬ．０７６－４０７－４８０８ 

 

◇ 自殺対策強化月間に係る各種相談窓口のご

案内 

 

中小企業庁では、各種相談窓口の周知を行っ

ています。 

 

１．自殺対策関係の相談窓口 

 〇「こころの健康相談統一ダイヤル」 

 ＴＥＬ．０５７０－０６４－５５６ 

２．中小企業者の経営上の相談窓口 

〇「経営安定特別相談事業」（主要商工会議所） 

 経営難に直面している中小企業者の方 

富山：ＴＥＬ．０７６－４２３－１１１１ 

高岡：ＴＥＬ．０７６６―２３－５０００ 

氷見：ＴＥＬ．０７６６－７４－１２００ 

魚津：ＴＥＬ．０７６５－２２－１２００ 

〇「中小企業電話相談ナビダイヤル（中小企業 

庁）」どこに相談したらよいか困っている方 

ＴＥＬ．０５７０－０６４－３５０ 
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